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川崎市霊堂条例の一部を改正する条例 

 川崎市霊堂条例（昭和４０年川崎市条例第１５号）の一部を次のように改正

する。 

第２条第１項中「者は」の次に「、規則で定めるところにより」を加え、同

条第２項を次のように改める。 

２ 市長は、前項の許可に霊堂の管理のため必要な範囲内で条件を付すること

ができる。 

第２条に次の１項を加える。 

３ 市長は、第１項の許可をしたときは、使用許可証を交付する。 

第３条の見出しを「（申込者の資格）」に改め、同条中「霊堂を使用しよう

とする者」を「霊堂の使用の申込みができる者」に、「本市に住所を有する者、

その他市長の定める資格を有する者」を「本市の区域内に住所を有する者であ

って、祭祀
し

を主宰するもの」に改め、同条ただし書中「場合」を「とき」に改

める。 

第４条を次のように改める。 

（使用期間） 



第４条 霊堂の使用期間は、２０年とする。 

第５条第１項中「第２条の規定により、使用の許可」を「第２条第１項の許

可」に、「使用許可」を「当該許可」に、「５，０００円」を「３２，０００

円」に改め、同条第２項を削り、同条第３項中「相当の理由により、必要があ

る場合においては」を「、特に必要があると認めるときは」に改め、同項を同

条第２項とし、同条に次の１項を加える。 

３ 既納の使用料は、返還しない。ただし、規則で定める場合は、その全部又

は一部を返還することができる。 

第９条中「関して」を「関し」に改め、同条を第１５条とする。 

第８条中「場合」を「とき」に、「霊堂使用許可証」を「使用許可証」に改

め、同条を第１３条とし、同条の次に次の１条を加える。 

（改葬） 

第１４条 市長は、使用者が第１２条に規定する期間内に焼骨を引き取らない

とき、又は使用者が死亡した場合において、当該使用者の地位を承継する者

がいないときは、規則で定める場所に改葬することができる。 

第７条中「霊堂使用許可証」を「使用許可証」に、「場合」を「とき」に、

「３００円」を「、３００円」に改め、同条を第１０条とし、同条の次に次の

２条を加える。 

（許可の取消し） 

第１１条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、

第２条第１項の許可（第６条第１項の許可の更新を含む。）を取り消すこと

ができる。 

 ⑴ 許可の条件に違反したとき。 

 ⑵ 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。 

 ⑶ 前２号に定めるもののほか、この条例又はこれに基づく規則に違反した



とき。 

 （焼骨の引取り） 

第１２条 使用者は、使用期間が満了したとき、又は前条の規定により許可が

取り消されたときは、その日から３０日以内に焼骨を引き取らなければなら

ない。 

第６条中「霊堂使用許可証」を「使用許可証」に、「紛失」を「紛失し、」

に、「場合」を「とき」に、「受けることができる」を「受けなければならな

い」に改め、同条を第９条とし、第５条の次に次の３条を加える。 

（許可の更新） 

第６条 市長は、使用者が使用期間の満了の日までに引き続き霊堂を使用する

ことを申し出たときは、許可の更新をすることができる。 

２ 第２条第２項及び第３項並びに前２条の規定は、前項の許可の更新につい

て準用する。 

（使用者の地位の承継） 

第７条 使用者が死亡したときその他必要があると認められるときは、当該使

用者に代わって祭祀を主宰する者が、その地位を承継することができる。 

２ 前項の規定により使用者の地位を承継しようとする者は、規則で定めると

ころにより、市長の承認を受けなければならない。 

（変更の届出） 

第８条 使用者は、氏名又は住所に変更が生じたときは、規則で定めるところ

により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、規則で定める日から施行する。 

 （経過措置） 



２ この条例の施行の際現に改正前の条例第２条第１項の許可を受けている者

については、なお従前の例による。 

 

 

参考資料 

 

   制 定 要 旨 

  

霊堂について、使用期間を２０年とすること、使用料を改定すること等のた

め、この条例を制定するものである。 

 

 


